
令和５年度（2023年度）第１回 

北海道発達支援推進協議会 
 

日時：令和５年（2023年）８月２日（水）18:00～20:00 

会場：Zoomによるオンライン開催           

                 （事務局会場：本庁塔屋共用会議室） 

 

次 第 

 

１  開  会 

 

 ２  議  事 

（１）報告事項 

道の組織再編の概要について 

（２）次期計画の策定 

ア 道の障がい者関連計画の策定について 

イ 国の基本指針の見直し及び道の障がい者関連計画への反映について 

（３）道の施策（実績） 

ア 発達障がい施策の概要について 

イ 児童発達支援に係る障がい児福祉計画の成果目標等について 

ウ 難聴児の各種施策について 

エ 障害児入所施設における過齢児への対応について 

(４) 計画の基本的考え方 

道の障がい者関連計画に係る基本的な考え方について 

 

３ その他 

 

４ 閉 会 



 

 

～ 配布資料一覧 ～ 

 

資料１：こども基本法の概要等について 

資料２：第３期北海道障がい者基本計画・第７期北海道障がい福祉計画（仮称）の策定に

ついて 

資料３：第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画(国)に係る基本指針の見直しにつ

いて(概要) 

資料３－１：第３期障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画（仮称）の骨格（案） 

資料３－２：       〃         の推進項目と推進施策（案） 

資料３－３：       〃         の成果目標（案） 

資料３－４：       〃         のサービス量の見込みと基盤整備（案） 

資料４：道の発達障がい施策の概要 

資料４－１：北海道発達障害者支援（地域）センターについて 

資料４－２：発達障がい診療検討部会の開催状況 

資料５：児童発達支援に係る障がい児福祉計画の成果目標等 

資料６：難聴児の各種施策 

資料６－１：難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針（概要） 

資料６－２：軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成制度の概要 

資料７：障害児入所施設における過齢児への対応 

資料８：第３期北海道障がい者基本計画及び第７期北海道障がい福祉計画（仮称）につい

て【基本的な考え方】《新旧対照表》 

資料８－１：         〃         【基本的な考え方】原案 概要版 

資料８－２：         〃         【基本的な考え方】原案 

参考資料：北海道発達支援推進協議会 開催要領 



～ 協議会のタイムスケジュール ～ 

時間 議事概要 説明者  （時間配分） 

１８：００ １ 開会 事務局  （１０分） 

１８：１０ 

２ 議事 

 ・（１）の説明・・・資料１ 

・質疑・意見 

 

事務局  （ ５分） 

各構成員 （ ５分） 

１８：２０ 

 ・（２）アの説明・・・資料２ 

・質疑・意見 

事務局  （ ５分） 

各構成員 （ ５分） 

１８：３０ 

 ・（２）イの説明・・・資料３ 

・質疑・意見 

事務局  （１０分） 

各構成員 （１０分） 

１８：５０ 

 ・（３）アの説明・・・資料４ 

・質疑・意見 

事務局  （ ５分） 

各構成員 （ ５分） 

１９：００ 

 ・（３）イの説明・・・資料５ 

・質疑・意見 

事務局  （ ５分） 

各構成員 （ ５分） 

１９：１０ 

 ・（３）ウの説明・・・資料６ 

・質疑・意見 

事務局  （ ５分） 

各構成員 （ ５分） 

１９：２０ 

 ・（３）エの説明・・・資料７ 

・質疑・意見 

事務局  （ ５分） 

各構成員 （ ５分） 

１９：３０ 

 ・（４）の説明・・・資料８ 

・質疑・意見 

事務局  （ ５分） 

各構成員 （１０分） 

１９：４５ ・全体を通して意見交換 各構成員 （１０分） 

１９：５５ ３ 閉会 事務局  （ ５分） 

※時間は目処であって前後することを想定しています。 



令和５年度（2023年度） 北海道発達支援推進協議会 構成員等名簿 

 

○構成員 

区 分 所  属 職 氏名（敬称略） 備考 

学識経験者 札幌学院大学心理学部 教授 
（やまもと あや） 

山本  彩 
 

医療 北海道医療大学 教授 
（やぎゅう かずより） 

柳生 一自 
 

北海道通園センター

連絡協議会 
同左 

会長（石狩市子ども発

達支援センタ－長） 

（ふじた ちあき） 

藤田 千晶 
 

知的障がい福祉協会

発達支援部会長 
社会福祉法人 麦の子会 理事長 

（きたがわ さとこ） 

北川 聡子 
 

障害児・者入所施設 
社会福祉法人 北海道光

生会 美唄学園 
マネージャー 

（はやしでら りゅうけん） 

林寺 隆憲 
 

保護者   
（みちした やすこ） 

道下 康子 
 

団体 
一般社団法人 北海道手

をつなぐ育成会 
副会長 

（ながえ ちかこ） 

長江 睦子 
 

教育関係者 美瑛町教育委員会 管理課参事 
（めら ひさみ） 

目良 久美 
 

市町村保健師 
恵庭市子ども未来部 

えにわっこ応援センター 
センター長 

（たかはし あきこ） 

高橋 明子 
 

合計９名 

 

○事務局 

所  属 職 氏  名 備 考 

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 

精神医療担当課長 
（かわたに あつし） 

河谷   篤 
 

課長補佐 
（ふかみ まさたか） 

冨加見 昌孝 
 

発達支援係長 
（いわやま しんや） 

岩山  晋也 
 

保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課 

課長 
（わだ  こういち） 

和田  宏一 
 

課長補佐 
（せきもと みちよ） 

関本 みちよ 
 

障がい児支援係長 
（しかうち ひでと） 

鹿内  栄人 
 

北海道発達障害者支援センター「あおいそら」 センター長 
（かたやま  ともひろ） 

片山  智博 
 

合計７名 

○オブザーバー 

・教育庁学校教育局特別支援教育課（特別支援教育制度推進係） 

・保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課（児童相談係） 

・北海道中央児童相談所（相談支援係） 

合計３名                                       



資料１
※出展：令和４年８月こども家庭庁設

置に向けた主な取組状況
（内閣官房こども家庭庁設立準備室）
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こども政策に関わる各府省大臣

こども家庭庁

内閣総理大臣

こども政策担当大臣

幼稚園教育要領・
保育所保育指針
を相互に協議の上
共同で策定

司令塔機能

○各府省庁に分かれているこども政策に関する総合調整権限を一本化
・青少年の健全な育成及び子どもの貧困対策 【内閣府政策統括官（政策調整）】
・少子化対策及び子ども・子育て支援【内閣府子ども・子育て本部】
・犯罪から子どもを守る取組【内閣官房】
・児童虐待防止対策【厚生労働省】
・児童の性的搾取対策【国家公安委員会・警察庁】

○今まで司令塔不在だった就学前のこどもの育ちや放課後のこどもの居場所についても主導
〇 こどもや子育て当事者、現場（地方自治体、支援を行う民間団体等）の意見を政策立案に
反映する仕組みの導入（これらを踏まえた各府省所管事務への関与）

各府省から移管される事務

＜内閣府＞
○政策統括官（政策調整担当）が所掌する子ども・若者育成支援及び子どもの貧困対策に関
する事務
○子ども・子育て本部が所掌する事務
＜文部科学省＞
○総合教育政策局が所掌する災害共済給付に関する事務
＜厚生労働省＞
○子ども家庭局が所掌する事務（婦人保護事業を除く。）

○障害保健福祉部が所掌する障害児支援に関する事務

新たに行う・強化する事務

性的被害の防止、ＣＤＲの検討、プッシュ型支援を届けるデジタル基盤整備 等

文部科学省

総合調整権限に
基づく勧告

その他の府省

〇幼児教育の振
興

〇学校におけるいじめ防止、
不登校対策

〇教育の振興

〇学校教育の振興
（制度、教育課程、免許、財
政支援など）

いじめ重大事態に
係る情報共有と対策
の一体的検討

厚生労働省

〇医療の普及及び向上

〇労働者の働く環境の整備

医療関係各法に基づ
く基本方針等の策定
における関与

こども家庭庁の組織・事務・権限について（イメージ）

○内閣府の外局として設置
○令和５年４月１日設立
○内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の３部門体制

（移管する定員を大幅に上回る体制を目指す）

※CDR ：こどもの死亡の原因に関する情報の収集・分析・活用などの予防のためのこどもの死亡検
証

※出展：令和４年８月こども家庭庁設
置に向けた主な取組状況

（内閣官房こども家庭庁設立準備室）
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令和５年６月からの道の子ども関連組織について（イメージ）

（新）子ども政策局（旧）子ども未来推進局

少子化対策
保育園
保育人材
母子保健

少子化対策
保育園
保育人材

母子保健
ひとり親家庭
児童扶養手当

ひとり親家庭
児童扶養手当
障がい児支援（発達障がいを除く）
困難な問題を抱える女性支援

移行

子ども子育て支援課 子ども政策企画課

子ども家庭支援課

障がい児支援係

障がい児支援

障がい者保健福祉課

困難な問題を抱える女性支援

環境生活部
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令和５年６月からの障がい児支援に係る所掌事務の移譲について（イメージ）

子ども家庭支援課
障がい児支援係

６ 発達障害者支援センター

７ 広域支援体制整備事業
（市町村子ども発達支援センター）

障がい者保健福祉課
発達支援係

１ 障がい児等支援連携体制整備事業
（教育と福祉の連携）

２ 障害児入所施設に関すること
３ 聴覚障がい児支援に関すること

４ 在宅の重度心身障がい児
５ 医療的ケア児支援の推進

１～３
子ども家庭支援課
障がい児支援係
に移管

４～５
子ども家庭支援課
障がい児支援係
に移管
（医療的ケア児支援部会で議論）

移管

８ 障害児入所施設・障害児通所支援事業所
の指定指導監査

障がい者保健福祉課
事業指導係

８
子ども家庭支援課
障がい児支援係
に移管

移管
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第３期北海道障がい者基本計画・第７期北海道障がい福祉計画（仮称）の策定について 

 
１ 計画の統合 

北海道障がい者基本計画と北海道障がい福祉計画を統合することとし（令和４年 12 月開催の北海道障がい者施策推進審議会で協議済み）、統

合にあたっては第６期障がい福祉計画をベースとする。 

 

２ 計画の名称 

   別途検討 

 

３ 計画の期間 

   ６年とし、３年で中間見直しを図る。 

 

４ 策定等の考え方 

（１） 施策の推進項目については、柱立てを北海道障がい者基本計画のとおりとし、北海道障がい福祉計画の該当部分を移行する。 

（２） 北海道障がい福祉計画にない項目や内容については、北海道障がい者基本計画から移行させる。 

（３） その他、北海道障がい者基本計画の記載内容が適当と思われる項目については、内容を北海道障がい者基本計画のものに置き換える。 

  

資料２ 
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５ 計画の内容 

 

現在の計画 新しい計画 

第２期北海道障がい者基本計画 

（計画年：平成２５年度～令和５年度） 

第６期北海道障がい福祉計画 

（計画年：令和３年度～令和５年度） 

第３期北海道障がい者基本計画 

第７期北海道障がい福祉計画 

（計画年：令和６年度～令和１１年度） 

【計画の内容】 

① 第２期北海道障がい者基本計画 

（根拠：障害者基本法） 

障害者基本法に基づき障害者施策の基本的

な方向と主要な施策を示すもの。 

 

 

【計画の内容】 

① 第３期北海道障がい者基本計画 

（根拠：障害者基本法） 

障害者基本法に基づき障害者施策の基本的な

方向と主要な施策を示すもの。 

 
【計画の内容】  

 ① 第６期北海道障がい福祉計画 

（根拠：障害者総合支援法） 

障害者総合支援法に基づき広域的な見地か

ら障がい福祉サービスの提供体制の確保その

他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実

施について定めるもの。 

 

② 第７期北海道障がい福祉計画 

（根拠：障害者総合支援法） 

障害者総合支援法に基づき広域的な見地か

ら障がい福祉サービスの提供体制の確保その

他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実

施について定めるもの。 

 ② 第２期北海道障がい児福祉計画 

（根拠：児童福祉法） 

  児童福祉法に基づき広域的な見地から障害

児通所支援等の提供体制の確保その他児童福

祉法に基づく業務の円滑な実施について定め

る。 

③ 第３期北海道障がい児福祉計画 

（根拠：児童福祉法） 

  児童福祉法に基づき広域的な見地から障害

児通所支援等の提供体制の確保その他児童福

祉法に基づく業務の円滑な実施について定め

る。 

 ③ 第５期北海道障がい者就労支援推進計画

（根拠：北海道障がい者条例） 

北海道障がい者条例に基づき障がいのある

人の就労支援に関する施策の実施について示

す。 

④ 第６期北海道障がい者就労支援推進計画

（根拠：北海道障がい者条例） 

北海道障がい者条例に基づき障がいのある

人の就労支援に関する施策の実施について示

す。 
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６ 計画の検討組織 

 検討組織 主な検討事項 

総括審議組織 ・北海道障がい者施策推進審議会 関係部会、各協議会の検討状況のとりまとめ・総括質疑 

 

分野別 

検討組織 

 

権利擁護部会 ・権利擁護の推進 

意思疎通支援部会 ・北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の推進 

医療的ケア児支援部会 ・発達障がいのある人や医療を必要とする人等への支援 

・北海道自立支援協議会 ・関係部会の検討状況のとりまとめ・総括質疑 

 

地域移行部会 
・障がい者の地域生活への移行促進 

・精神保健福祉・医療施策の充実 

人材育成部会 ・人材の養成・確保及びサービスの質の向上 

地域づくりコーディネーター部会 ・相談支援体制の確保、地域生活支援拠点等の整備 

・北海道発達支援推進協議会 ・障がい児支援の充実、発達障がいのある人への支援 

・北海道障がい者就労支援推進委員会 ・就労支援の施策・充実強化 

  

 

７ 今後の北海道発達支援推進協議会の主なスケジュール予定 

実施内容 

○第１回北海道発達支援推進協議会（８月２日開催） 

 ・計画の構成案説明 

 ・計画の基本的な考え方協議 

○第２回北海道発達支援推進協議会（９月中旬開催予定） 

 ・計画素案協議 ⇒ 素案修正 

○第３回北海道発達支援推進協議会（１２月中旬開催予定） 

 ・計画案協議 ⇒ 計画案修正 
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第７期障害福祉計画及び第３期障害児福祉計画（国）に係る基本指針の見直しについて（概要） 

１ 基本指針について 

 ・「基本指針」（大臣告示）は、障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるもの。Ｒ５年５月に告示。 

 ・都道府県・市町村は、基本指針に即して３か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。計画期間※はＲ６～８年度 

※ 計画期間については、３年を１期として策定することを基本としつつ、道府県・市町村の実情に応じ、柔軟な期間設定が可能 

 

２ 基本指針見直しの主なポイント 

   

① 入所等から地域生活への移行及び継続の支援        

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③ 福祉施設から一般就労への移行等             

④ 障害児のサービス提供体制の計画的な構築         

⑤ 発達障害者等支援の一層の充実 

⑥ 地域における相談支援体制の充実強化           

⑦ 障害者等に対する虐待の防止              

⑧ 「地域共生社会」の実現に向けた取組 

⑨ 障害福祉サービスの質の確保 

⑩  障害福祉人材の確保・定着 

⑪ よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害（児）福祉計画の策定 

⑫ 障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進 

⑬ 障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 

⑭ 地方分権提案に対する対応 
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３ 成果目標（Ｒ８年度末の目標） 

①施設入所者の地域生活への移行 

 ・地域移行者数：Ｒ４年度末施設入所者の６％以上 

 ・施設入所者数：Ｒ４年度末の５％以上削減 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 ・精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数 325.3日以上 

 ・精神病床の１年以上入院患者数：R2年度から３．３万人の減少 

 ・退院率：3か月後 68.9％以上、6か月後 84.5％以上、1年後 91.0％以上 

③地域生活支援拠点の充実 

 ・各市町村に地域生活支援拠点等を整備、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制の構築、年１回以上の運用状況の検

証・検討 

 ・強度行動障害を有する者の支援ニーズの把握及び支援体制整備【新】 

④福祉施設から一般就労への移行等 

 ・一般就労への移行者数：Ｒ３年度の 1.28倍 

   うち移行支援事業：1.31倍、就労Ａ型：1.29倍、就労Ｂ型：1.28倍 

 ・就労移行支援事業所終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所：就労移行支援事業所の５割以上【新】 

 ・地域の就労支援ネットワークの強化、関係機関の連携した支援体制の構築のため、協議会を活用して推進【新】 

⑤障害児支援の提供体制の整備等 

 ・児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に１か所設置 

 ・全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進体制の構築 

 ・難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保 

 ・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等を各市町村又は圏域に少なくとも１か所確保 

 ・医療的ケア児支援センターを設置【新】 

 ・障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置【新】 

⑥相談支援体制の充実・強化等 

 ・各市町村において、基幹相談支援センターを設置 

・協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等【新】 

⑦障害福祉サービス等の質の向上 

 ・各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制構築 
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第３期障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画（仮称）の骨格（案） 

 第３期北海道障がい者基本計画・第７期北海道障がい福祉計画（統合案） 

第１章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の趣旨と目的 

２ 計画の位置付け 

３ 区域の設定 

第２章 障がいのある人の現状等 

 １ 障がいのある人の現状 

 ２ サービス提供体制の現状と評価 

 ３ 主なサービス提供基盤の整備状況 

第３章 計画推進のための基本的事項 

１ 第７期障がい福祉計画推進の基本方針 

第４章 計画推進のための具体的な取組 

第１節 北海道障がい者条例の施策の推進 

  １ 北海道障がい者条例の施策の推進 

第２節 地域生活支援体制の充実 

１ 相談支援体制・地域移行支援の充実 

  ２ サービス提供基盤の整備 

   ３ 精神保健福祉・医療施策の充実 

  ４ 多様な人材の確保・養成及びサービスの質の向上 

 第３節 自立と社会参加の促進 

１ 障がい児支援の充実 

２ 発達障がいのある人や在宅の障がいのある人等への支援 

  ３ 就労支援施策の充実・強化 

 第４節 バリアフリー社会の実現 

１ 権利擁護の推進 

 ２ 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進 

  ３ 安全確保に備えた地域づくりの推進 

第５章 計画の推進管理 

 １ 制度の円滑な推進 

 ２ 計画の推進管理 

第６章 令和８年度の成果目標 

 １ 福祉施設の入所者の地域生活への移行目標 

 ２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標 

 ３ 地域生活支援拠点の整備目標 

 ４ 福祉施設から一般就労への移行目標 

 ５ 障がい児支援の提供体制の整備目標 

 ６ 医療的ケア児等支援に関する目標 

 ７ 相談支援体制の充実・強化等 

 ８ 障害福祉サービス等の質の向上 

第７章 サービス量の見込みと基盤整備 

 １ サービス量の基本的な考え方 

 ２ 居住系サービス 

 ３ 日中活動系サービス 

 ４ 訪問系サービス 

 ５ 障害児通所支援等 

 ６ 障害児入所施設 

 ７ 相談支援 

 ８ 発達障害者支援センターによる支援 

 ９ 地域生活支援事業（道事業）の必要見込量 

 10 地域生活支援事業（市町村事業）の必要見込量 

 11 圏域ごとのサービス量の見込み 
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第３期障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画（仮称）の推進項目と推進施策（案） 

第３期北海道障がい者基本計画・第７期北海道障がい福祉計画（統合案）（推進項目と推進施策） 

第１節 北海道障がい者条例の施策の推進 

１ 北海道障がい者条例の施策の推進 

① 北海道障がい者条例の施策の推進 

第２節 地域生活支援体制の充実 

１ 相談支援体制・地域移行支援の充実 

① 相談支援体制の確保 

② 障がい者の地域生活への移行促進 

③ 地域生活支援拠点の整備 

④ ライフサイクルを通じた関係機関の連携強化 

２ サービス提供基盤の整備 

① 住まいの基盤整備の充実 

② 日中活動サービスの充実 

③ 地域生活を支えるサービス基盤の充実 

④ 共生型地域福祉拠点の整備推進 

⑤ 地域間格差の縮小 

⑥ 施設による支援 

３ 精神保健福祉・医療施策の充実 

① 地域生活を支える体制の整備 

② 保健・医療の推進 

４ 多様な人材の確保・養成及びサービスの質の向上 

① 人材の確保・養成 

② サービスの質の向上 

第3節 自立と社会参加の促進 

１ 障がい児支援の充実 

① 子どもの発達支援の充実 

② 家族への支援 

③ 福祉、保育、保健、医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

④ 地域社会への参加・インクルージョン(包容)の推進 

⑤ 障がい児支援体制の基盤整備 

⑥ 特別な支援が必要な子どもへの支援 

２  発達障がいのある人や在宅の障がいのある人等への支援 

① 発達障がいのある人への支援の充実 

② 医療を必要とする在宅の重度障がい児者への支援 

③ 難病等である人への支援 

３  就労支援施策の充実・強化 

① 道民、企業、行政等が一体となった応援体制づくり 

② 一般就労の推進 

③ 多様な就労の機会の確保 

④ 福祉的就労の底上げ 
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第３期北海道障がい者基本計画・第７期北海道障がい福祉計画（統合案）（推進項目と推進施策） 

４ 自立と社会参加の促進 

① 自立と社会参加の促進 

第4節 バリアフリー社会の実現 

１ 権利擁護の推進 

  暮らしづらさを解消するための取組み 

① 虐待の防止 

② 差別等を解消するための取組の推進 

④ 意思決定支援の推進 

２ 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策のの推進 

① 北海道意思疎通支援条例の施策の推進 

② 北海道手話言語条例の施策の推進 

３ 安全確保に備えた地域づくりの推進 

① 安全確保に備えた地域づくりの推進 
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第３期障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画（仮称）の成果目標（案） 

第３期障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画 

（統合案）（成果目標） 

令和８年度の成果目標 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行目標 

・地域生活移行者数 

  令和４年度末の入所者数の○％以上 

 ・施設入所者数の減少見込み 

  令和４年度末の入所者の○％以上削減 

２ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標  

・入院３か月時点の退院率68.9％以上 

・入院後６か月時点の退院率84.5％以上 

・入院後１年時点の退院率91.0％以上 

・１年以上の長期入院患者数(65歳未満)削減 

・１年以上の長期入院患者数(65歳以上)削減 

・精神病床からの退院後の１年以内の地域における平均生活日数の上昇325.3日以上 

３ 地域生活支援拠点の整備目標 

  ・各市町村に地域生活支援拠点を設置（共同設置可） 

４ 福祉施設から一般就労への移行目標 

 ・令和３年度の一般就労移行者の1.28倍以上 

 ・令和３年度の就労移行支援利用者の1.31倍以上 

 ・就労継続支援A型事業は、令和３年度の移行実績の概ね1.29倍以上 

 ・就労継続支援B型事業は、令和３年度の移行実績の概ね1.28倍以上 

 ・就労定着支援利用者は、令和３年度実績の1.41倍以上 

・就労移行支援事業から一般就労移行者５割以上の事業所を５割以上 

 ・就労定着率が７割以上の事業所を２割５分以上 

・地域の就労支援のネットワークを強化し、関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため協議会（就労支援

部会）等を設けて取組を推進 

 ・目標工賃（都道府県の工賃向上計画） 

・優先調達方針に基づく調達目標金額（都道府県の方針） 

・障がい者に対する職業訓練の受講者数 

・福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 

・福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 

 ・公共職業安定所における福祉施設利用者の支援者数 

５ 障がい児支援の提供体制の整備目標 

・市町村又は圏域ごとに児童発達支援センターを設置 

・全市町村で保育所等訪問支援を利用できる体制整備 

・都道府県において、難聴児支援のための中核機能を果たす体制の確保 

・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所を市町村又は圏域に設置 

 ・主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所を市町村又は圏域に設置 

 ・医療的ケア児支援センターの設置、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を各都道府県、各圏域及び

各市町村において設置するとともに、医療的ケア児等コーディネータを配置する。 

 ・障害児入所施設に入所する児童がふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置 

６ 相談支援体制の充実・強化等 

 ・各市町村に基幹相談支援センターを設置（共同設置可） 

７ 障害福祉サービス等の質の向上 

 ・「意思決定支援ガイドライン」の普及啓発に取り組み、相談支援専門員等に対して意思決定支援に関する研修を

推進  
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第３期障がい者基本計画・第７期障がい福祉計画（仮称）の 

サービス量の見込みと基盤整備（案） 

第３期北海道障がい者基本計画・第７期北海道障がい福祉計画（統合案）（サービス量の見込みと基盤整備） 

１ サービス量の基本的な考え方 

２ 居住系サービス 

 ・自立生活援助（利用者数） 

 ・共同生活援助（利用者数） 

 ・施設入所支援（利用者数） 

３ 日中活動系サービス 

 ・生活介護（利用者数・利用日数） 

 ・自立訓練[機能訓練]（利用者数・利用日数） 

 ・自立訓練[生活訓練]（利用者数・利用日数） 

 ・宿泊型自立訓練（利用者数・利用日数） 

 ・就労選択支援（利用者数） 

 ・就労移行支援（利用者数・利用日数） 

 ・就労継続支援 A型（利用者数・利用日数） 

 ・就労継続支援 B型（利用者数・利用日数） 

 ・就労定着支援（利用者数） 

 ・療養介護（利用者数） 

 ・短期入所[福祉型・医療型]（利用者数・利用日数） 

４ 訪問系サービス 

・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 

 重度障害者等包括支援（利用者数・利用時間数） 

５ 精神障害者への支援 

・精神障がい者における地域移行支援（利用者数） 

・精神障がい者における地域定着支援（利用者数） 

・精神障がい者における共同生活援助（利用者数） 

・精神障がい者における自立生活援助（利用者数） 

・精神障がい者における自立訓練（生活訓練）（利用者数） 

・精神病床からの退院後の行き先別の退院患者数 

６ 障害児通所支援等 

 ・児童発達支援（利用児童数・利用日数） 

 ・放課後等デイサービス（利用児童数・利用日数） 

 ・保育所等訪問支援（利用児童数・利用日数） 

・居宅訪問型児童発達支援（利用児童数・利用日数）  

 ・医療的ケア児等コーディネーターの配置 

７ 障害児入所施設 

 ・福祉型障害児入所施設（利用児童数） 

・医療型障害児入所施設（利用児童数） 
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第３期北海道障がい者基本計画・第７期北海道障がい福祉計画（統合案）（サービス量の見込みと基盤整備） 

８ 相談支援 

 ・計画相談支援（利用者数） 

 ・地域移行支援（利用者数） 

 ・地域定着支援（利用者数） 

９ 発達障害者支援センターによる支援 

 ・関係機関や地域住民への研修、啓発件数 

 ・相談件数 

 ・関係機関への助言件数 

・ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の受講者数 

 ・ペアレントメンターの人数 

・ピアサポートの活動への参加人数 

10 地域生活支援拠点の機能 

 ・地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた検証及び検討の実施回数 

11 福祉サービス等の質の向上 

・指導監査結果の関係市町村との共有体制の有無及び共有回数 

・相談支援専門員・サービス管理責任者・児童発達支援管理者研修修了者数の見込み及び意思決定支援ガ

イドラインを活用した研修の実施回数及び修了者数の見込み 

12 地域生活支援事業（道事業）の必要見込量 

13 地域生活支援事業（市町村事業）の必要見込量 

14 圏域ごとのサービス量の見込み 
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資料４
 道の発達障がい施策の概要及び実績

 
 

 第２期北海道障がい児福祉計画（令和３年３月）     ～計画期間（令和３～５年度の３ケ年度）
 　第４　計画推進のための具体的な取組

     ６　障がい児支援の充実
     （１）　子どもの発達支援の充実

       【推進施策】
　　　　・発達障がいのある子どもについては、早期に発達の遅れや偏りに気づき支援につなげるため、発達障がいへの理解を促進する取組を進めるほか、

発達障害者支援（地域）センターが、地域で直接支援を行っている保育所、学校、事業所等へ専門的な支援技術への助言を行い、支援の質の向
上等を促進します。 

    　区　　分       　  　 概　　要        　　　 実　　績　        　令和４年度の実施状況

①北海道発達障害者                             ※ 資料４－１  参照
支援（地域）セン
ター運営事業

②家族支援体制整備 発達障がいのある子どもを持つ親の ○基礎研修（（　）は開催地））  ・ペアレントメンター活動可能者８４名 
事業（ペアレント 不安や悩みを軽減し、子どもに適切 　Ｒ１　　２３名（中標津町） ・同　　　　　　　　活動実績者１８名    
メンター） な療育を早期に提供するための環境 　Ｒ２  　１４名（稚内市）      

を整備することが必要であることか 　Ｒ３      ５名（新ひだか町）  
ら、同様に障がいのある子を育てた 　Ｒ４    ２４名（札幌市） 
経験を基に相談相手となる親（ペア  
レントメンター）を養成・派遣し、 ○応用研修（（　）は開催地））  
発達障がいのある子どもを持った家 　Ｒ１　　２５名（旭川市，中標津町） 
族を支援する体制を整備する。     　Ｒ２  　１４名（稚内市） 
    　Ｒ３      ６名（新ひだか町） 

　Ｒ４    ２４名（札幌市） 
 
○個別相談 
　Ｒ１    １３名（７市町村） 
　Ｒ２      ８名（８市町村） 
　Ｒ３      ６名（５市町村） 
　Ｒ４    １４名（８市町村） 
 
○集団相談（複数家族によるグループで
　　　　　　の相談） 
　Ｒ１    １６名（７市町村） 
　Ｒ２      ４名（４市町村） 
　Ｒ３      ４名（３市町村） 
　Ｒ４    ２９名（５市町村）
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    　区　　分       　  　 概　　要        　　　 実　　績　        　令和４年度の実施状況

③発達支援研修会 発達の遅れや障がいのある子どもや家 Ｒ１  　　１６６名（集合） ・配信期間（令和４年１２月５日～１月９日） 
族への支援の充実に関する施策の一つ Ｒ２ 　 　２９７名（ライブ） ・動画２時間１７分 
として、子どもの発達支援に関わる職 Ｒ３  　　８０１名（動画配信１ヶ月） ・「家族と共に取り組む発達障がい支援」 
員の資質向上及び地域の発達支援体制 Ｒ４    　６８０名（動画配信１ヶ月） ・信州大学医学部子どものこころの発達医学
の充実を図ることを目的とする。 教室特任助教　新美　妙美　氏の講演 

・配信期間中視聴者から質問募集 
・質問（３問）への講師回答をＨＰ掲載 
・視聴者アンケート９９人回答（約１５％） 
　（感想、改善点、次回テーマ希望等）

④発達障害理解促進 発達障がいの特性について広く道民の Ｒ１　　　２６６名（フォーラム形式） ・配信期間（令和４年１２月５日～３月６日） 
啓発事業（発達障 方々に理解を広めるとともに、大人の Ｒ２　　（ライブ：上記③と合同開催） ・動画１時間５７分 
害フォーラム） 発達障がいについて考える機会とす Ｒ３　１，６２４名（動画配信４ヶ月） ・「大人の発達障がいについて」 

る。 Ｒ４  １，１７０名（動画配信３ヶ月） ・こころとそだちのクリニックむすびめ院長
　北海道大学名誉教授　田中　康雄氏の講演 
・配信期間中視聴者から質問募集 
・質問（６問）への講師回答をＨＰ掲載 
・視聴者アンケート９７人回答（約８％） 
 （感想、改善点、次回テーマ希望等）

⑤発達支援関係職員 教育等の関係機関との連携のもと、子 Ｒ１　１４振興局各１回    　未集計 （渡島総合振興局の事例） 
実践研修 どもの発達支援の推進に向け、早期発 Ｒ２  １４振興局各１回    　未集計 ・３時間 

見・早期療育、家族への支援等の施策 Ｒ３  １４振興局各１回　１，２０９名 ・特別支援学級教諭、管内町職員、障害者生
が円滑に実施されるよう、研修会を開 Ｒ４  １４振興局各１回  １，１１２名 活支援センター所長、相談支援事業所管理
催し、関係機関における子どもの発達  者、北海道発達障害者支援センター長の説
支援に関する理解及び実践的な支援技  明、講義、及び出席者による演習 
術の向上を図る。 ・市町村（福祉部局）、障害児通所支援 ・福祉関係者５６名、教育関係者４０名 
（福祉と教育との連携） 事業所、市町村子ども発達支援センタ ・研修内容 

ー等、小・中・高等学校、市町村教育 　・事業概要説明 
委員会、特別支援学校等が参加 　・校内における支援体制の充実 

・集合及びライブ（ハイブリッド形式） 　・連携推進地域の発表 
　・相談機関から考える教育と福祉の連携 
　・早期療育の重要性～関係者間の連携 
　・各地域におけるネットワークの充実

⑥世界自閉症啓発デ ４月２日「世界自閉症啓発デー」 Ｒ１　　１７８市町村、１４振興局、 
ー」及び「発達障 ４月の第１週「発達障害啓発週間」 Ｒ２　　１０児童相談所、４道立施設（子
害啓発週間」に係 ポスター配布 Ｒ３　　ども総合医療・療育センター、
る普及啓発 Ｒ４　　旭川子ども総合療育センター、

　　　　心身障害者総合相談所、精神保
　　　　健福祉センター）、庁内関係課
　　　　（子ども子育て支援課、教育庁
　　　　教育局特別支援教育課）
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    　区　　分       　  　 概　　要        　　　 実　　績　        　令和４年度の実施状況

⑦発達障害理解促進 ・パネル１６枚１セット×２組 Ｒ１　２４箇所 ・展示箇所数　　　１８箇所 
パネル展 ①　理解促進パネル展（タイトル） Ｒ２  １７箇所 ・展示延べ日数　１２８日間 

②　発達障がいってなんだろう） Ｒ３  １９箇所 ・最長展示日数　　１２日間 
③～⑧　発達障がいの特性及び支援の Ｒ４  １８箇所 ・最短展示日数　　　２日間

ポイント  
⑨　発達障がいの方々とのコミュニケ ・関係振興局、市町村、ＮＰＯ法人等が

ーションを考える視点 実施主体
⑩　皆さんにわかってほしいこと 
⑪～⑭　発達障がい当事者のエピソー

ド 
⑮　発達障害者支援センターの主な役

割 
⑯　北海道内（札幌市含む）の発達障

害者支援センターの紹介

⑧パンフレット ⑦パネル展と同内容 Ｒ１　 
（発達障がいってな Ｒ２  ①⑤⑥⑦実施時等において配布 

んだろう） Ｒ３   
Ｒ４  

⑨パンフレット 「みんなどんなことで悩んでいるので Ｒ１   
（ペアレントメンタ しょう？」、「ペアレントメンターと Ｒ２  ①⑤⑥⑦実施時等において配布 

ー） は？」、「相談対応の流れ」 Ｒ３   
Ｒ４  
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資料４－1
 北海道発達障害者支援（地域）センターについて

 
 

   　 　　　　推進項目            　推進施策 Ｒ５利用見込量
発達障がいのある人や医療的ケアの必 発達障害者支援（地域）センターにお ２９０件
要な在宅の障がいのある人等への支援 ける市町村では対応困難な事例の相談

 
１　概要 
 

 （１）目的
      発達障がい者及びその家族等に対する支援を総合的に行う拠点として、発達障がい者等に対し専

門的観点から支援を行うとともに、市町村の体制整備並びに医療、保健、福祉、教育及び就労等の
関係機関及び民間団体等との連携強化等により、発達障がい者等に対する道内の支援体制の整備を

 推進し、もって発達障がい者等の福祉の向上を図る
 

 （２）経緯
　　Ｈ１４　　　北海道発達障害者支援センター設置（道内１箇所：函館市（社福）侑愛会） 
　　Ｈ１７．４　発達障害者総合支援法施行 
　　Ｈ１７．４  発達障害者支援道東・道北地域センター設置（現行体制となる。） 
      区　分 位置付  　法　人 名称・場所  附置する施設  職員配置

北海道発達障害者 メイン （社福） あおいそら 障害者入所施設 常勤専従４
支援センター 侑愛会 （函館市） 函館青年寮
発達障害者支援道 サブ （社福） きら星 障害児入所施設 常勤専従１ 
東地域センター 帯広福祉協会 （帯広市） つつじヶ丘学園 常勤兼務１
発達障害者支援道 サブ （社福） きたのまち 生活介護事業所 常勤専従１ 
北地域センター 旭川旭親会 （旭川市） 第二旭川福祉園 常勤兼務１

 
 ２　第６期障がい者福祉計画（抜粋）

 （ｐ４２）　７　発達障がいのある人や医療的ケアの必要な在宅の障がいのある人等への支援
 　　　　　　（１）発達障がいのある人への支援の充実

 　【推進施策】
　・発達障がいに関する課題について、関係機関と情報共有を図り、地域の実情に応じた支援体制等に

 ついて、発達支援推進協議会において、意見交換を行い充実を図ります。
　・発達障がいのある人やその家族を取り巻く環境について、乳幼児期、学齢期、就労期等、一貫した

 切れ目のない支援が行えるよう、適切に引き継ぎを行うなど、関係機関との連携を促進します。
　・発達障がいのある人やその家族が、可能な限り身近な地域において必要な支援が受けられるよう、

発達障害者支援（地域）センターが地域づくりコーディネーターと協働し、地域の医療、保健、福
祉、教育等の関係機関や民間団体との連絡調整、情報提供及び研修を実施するとともに、発達障害
者支援（地域）センターにおいて、発達障がいのある人やその家族に対し、市町村等では対応が困
難な真に必要な相談について、地域の支援者と一緒に個別の相談支援を行い、地域の相談支援体制
づくりを推進します。 

　・発達障がいの特性などに対する理解の促進を図るため、フォーラムやパネル展の開催など道民の方
々への幅広い啓発活動を推進し、相談支援機関や、発達障がいに関する診療を行っている医療機関

 等の情報をホームページ等により提供します。
 

 ３　相談等実績
      支援内容 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

    ①関係機関や地域住民                                               
　への研修、啓発件数      ３５７      ２５６       ２７４       ３１９
②a 発達支援相談  １，００８  １，３６１   １，３８０   １，３６３
②b 就労支援相談      ２４７      ２２９       ３３２       ３７８
③　関係機関への助言      ２６５      ２５６       ２９０       ３１３
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　資料４-２

発達障がい診療検討部会の開催状況 
 
 
１　設置目的 
 
  　発達障がいのあるお子さんに対する早期発見・早期療育による支援を行うためには、身近な地域に
　おける適切な相談支援や発達支援と併せて、児童精神の専門的医療機関での受診が重要であるが、患
　者の保護者などから、新規外来の受診を希望しても、数ヶ月の待機が生じていると苦情等が出ている。
　　発達障害診断に係る待機解消を図るため、北海道発達支援推進協議会に検討部会を設置し、実態把
　握や課題分析を行い、道として実施すべき施策の検討を行う。 
 
 
２　構成員 

区　　分 所　　属 職 氏名(敬称略)
学識経験者 

札幌学院大学心理学部 教授 山本　彩
 

（発達障害全般）

医療関係者 北海道医療大学心理科学部
 

柳生　一自
 

教授

団体（受診を受ける側） 北海道手をつなぐ育成会 副会長 長江　陸子
児童精神医療 医療法人トルチュ氏家記念 

院長 氏家　武
 

（都市部医療機関） 子どもクリニック
児童精神医療 旭川圭泉会病院精神科 診療部長 佐々木　彰

 
（地方部医療機関）
学識経験者 北海道大学大学院教育学研究院

教授 安達　潤
 

（臨床心理学） （特殊教育・臨床心理学教室）
 
 
３　検討経緯 
 
（Ｒ３） 
  R3．4. 8～7.30　 
　　　　　　　・子どもの発達障がいの診療に関する調査実施（調査時点R3.4.1現在） 
  R3.10.29　　・部会設置 
  R3.12.23  　・部会開催 
  R4. 3.28    ・北海道発達支援推進協議会に、部会開催状況を報告 
 
（Ｒ４） 
　R4.11. 1    ・医療機関及び事業所に対し、「子どもの発達障がいの診療に係る調査」を実施 

 (受診年齢、診断名、合併症の状況、知的水準、診断した理由の把握) 
              ・併せて、部会で話しのあった市町村における乳幼児健康診査、相談体制についても 
                調査を実施 
　R5. 1　　　 ・調査結果のとりまとめ 
　R5. 3.14　  ・部会開催 
　R5 .3.28    ・北海道発達支援推進協議会に、部会開催状況を報告 
 
 
４　今後の予定（案） 
 
  ・今回の意見を踏まえ、短期間で実現しそうなもの、長期間の協議な必要なものなどを整理し、先ず
　　は短期間で実現可能な施策について、検討していく。 
  ・令和５年度の部会については、上記に係る資料が調い次第、開催
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　資料５　 
 

児童発達支援に係る障がい児福祉計画の成果目標等 
 
１　児童発達センターの概要 
 
　＊　平成２４年の改正児童福祉法の施行により創設された。 
　＊　センターの役割としては、「児童発達支援を行うほか、施設の有する専門性を活かし、地

域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる家族への援助・助言を合わせて行う地域の
中核的な療育支援施設」とされ、国の基本的な方針においても、 

　　①「障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化」を図った上で、 
　　②「地域における中核的な支援施設」として、一般の「事業所と密接な連携」を図るものと

　されている。（２４年当時の考え方） 
　＊　設置基準における児童発達支援事業所との違い（主なもの） 
　　・　設備基準において、児童発達支援事業所は指導訓練室が必須だが、センターはこの他に、

遊戯室、屋外遊戯場、調理室等が必須 
 
 
２　令和４年６月の児童福祉法改正（児童発達支援センターの役割・機能の強化） 
 
（１）国では、令和３年６月に「障害児通所支援のあり方に関する検討会」を設置し、児童発達

支援センターの位置づけ等について、検討を行った。具体的な論点としては、 
 
　　①一般の「児童発達支援事業所」との役割分担が不明確である 
　　②福祉型と医療型に分かれており、医療型の利用は肢体不自由児に限定されている　 
 
（２）検討を踏まえ、次のとおり明記された。 
 
　　①地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化 
　　②児童発達支援センターの類型（福祉型・医療型）の一元化 
 
 
３　整備目標と設置状況 
 
　　児童発達支援センターについては、国の基本的な指針に基づき、道の計画上に整備目標を設

定。 

国の基本   児童発達支援センターについて、「障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能
的な指針 の強化を図った上で、地域における中核的な支援施設として位置付け」。 
 　「児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和
・Ｒ３ ５年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設置すること
～Ｒ５ を基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差

し支えない。 
　また、（中略）、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問
支援を実施するなどにより、令和５年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問
支援を利用できる体制を構築することを基本とする。」

道の計画 　児童発達支援センターの設置を推進するほか、施設基準を満たせずに同センターを設置
 できない場合には、保育所等訪問支援、障害児相談支援等の指定を受け児童発達支援セン
・Ｒ３ ターと同等の機能を有する市町村中核子ども発達支援センターの整備を進めます。 
～Ｒ５ 　児童発達支援センターの設置数、保育所等訪問支援事業所数、主に重症心身障がい児を

受け入れる児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについては、設置する区域を２１
の障がい保健福祉圏域とし１か所以上設置することを基本とします。 

Ａ Ｂ
項目 児童発達支援センター又は市町村中核 保育所等訪問支援事業所数 

子ども発達支援センターの設置数
数値 ２１か所 ２１か所
備考 設置する区域を２１の障がい保健福祉圏域とし１か所以上設置

道内設置 Ａ Ｂ
状況 圏域 　１２／２１圏域 　１６／２１圏域 
（令和５ （５７％） （７６％）
年２月末 設置 　２０／１７９市町村 　４５／１７９市町村 
現在） 市町村 （１２％） （２６％）
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 ４　国の基本的な指針の見直し

国の基本 　児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、
的な指針 令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設
 置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での
・Ｒ６ 設置であっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援センターを未設置の
～Ｒ８ 市町村においては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児

童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において
整備することが必要である。 
　また、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、
各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事
業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和８年度末までに、全ての市町村
において、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制
を構築することを基本とする。

 　＊国指針より抜粋
 
 
５　今後の検討 
 
　①　国の指針に基づき、次期計画の策定に向け、児童発達支援センターや市町村中核子ども

発達支援センターが整備されていない地域においても、支援体制を評価できるような目標
とすることを検討する。 

　②　保育所等訪問支援についても、「保育所等訪問支援を利用できる体制」から「障害児の地
域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制」と見直されることから、①の

 支援体制の中で、評価することを検討する。
　③　道独自で実施している市町村中核子ども発達支援センターについても、同様に、①の支援

体制の中で、継続すべきか検討する。 
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資料６

難聴児の各種施策 
１　国における検討                                             
 
　　R4.2.25　厚生労働省の「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会」

において、基本方針が示されるとともに、同日付けで都道府県宛に通知発出 
 
              難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針（概要） 資料６－１
 
２　第２期北海道障がい児福祉計画（抜粋）（令和３～５年度） 
 
      第４　計画推進のための具体的な取組 
        ６　障がい児支援の充実 
　　　　（１）子どもの発達支援の充実（計画Ｐ３８） 
 
  　　　　　・難聴がある子どもについては、早期に聞こえにくさに気づき、ことばや知識を学ぶため

の適切な支援を行うことが重要であることから、コミュニケーションを築くうえで必要
な集団適応を早期に身につけるため、新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備のた
めの協議会の設置や、新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手
引書の周知等、新生児聴覚スクリーニングや乳幼児健康診査の際になるべく早く難聴に
気づき、療育につなげる取組を進めます。 

　  　　　　・難聴がある子乳幼児及びその家族が、身近な地域において適切な相談支援及び療育を受
けることができるよう、市町村、医療機関、道立聾学校等が連携し、難聴を起因するこ
とばの遅れや、コミュニケーションへの影響、知的、社会的発達の遅れを未然に防ぐ、
または最小限にとどめるため、可能な限り早期に療育につなげ、専門的な支援による乳
幼児期の発達の促進を図るなど、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を
進めます。 

 
３　難聴児に関する実態調査 
（１）調査概要 
    ア　調査時点　令和４年１０月１日時点 
    イ  調査対象　１７８市町村（札幌市除く） 
    ウ　調査方法　各市町村に所在する難聴児（身障手帳交付児、軽度・中等度難聴児）の一人ごとの

の年齢、性別、療育状況等を照会 
    エ  その他　　本調査結果を「難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保」の検討に資す 
　　　　　　　　　る基礎資料にするため本年度から、調査票変更 

                                                                         
（２）難聴児数及び所在市町村数（上段：人数　下段：市町村数） 
    （Ｒ４）                                  　　　　　

  身障手帳交付児    軽度・中等度難聴児          計        
      ２６６              ２５８              ５２４      
        ８１                ７０              １００      

 
　　（Ｒ３）                                               

  身障手帳交付児    軽度・中等度難聴児          計        
      ２６１              ２６８              ５２９      
        ７５                ７２                ９９     

 
（３）難聴児年代別                                                        
                                                                           （単位：人）

     区　　分 ０～２ ３～６ ７～１２ １３～１５ １６～１８    計   
身障手帳交付児  ３０   ４６    ８１    ５６      ５３    ２６６ 
軽度・中等度難聴児  ３９   ７９    ６９    ３９      ３２    ２５８ 
        計         ６９ １２５  １５０    ９５      ８５    ５２４ 

 
（４）先天性難聴 
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （単位：人） 
 区　　分 身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児 計  
 診断あり     １４６           １０１      ２４６ →４７％
 診断なし       １０             ３１        ４１
 不明     １１０           １２６      ２３７
 計     ２６６           ２５７      ５２４
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診断の機会 身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児 計  
 不明   　　９０         ４７ １３７ →５６％

新スク（自動ＡＢＲ）       ４２             ３７        ７９ →３２％ 
新スク（ＯＡＥ）         ５             １０        １５  

 他の疾患の診断時         １               ３          ４
 3歳児健診         ２               ２          ４
 ＡＢＲ         ３               ０          ３ 
 標準純音聴力検査         １               １          ２ 
 ＡＢＲとＯＡＥ         １               ０          １ 
 ＡＳＳＲ         １              ０          １ 

計 １４６ １００ ２４６
 
（５）重複障がい 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（単位：人） 
             区　　分          身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児 計  
 あり       ６７             ６６      １３３ →２５％

なし     １７４           １３９      ３１３
不明       ２５             ５３        ７８

計     ２６６           ２５８      ５２４
 
                                                                         （単位：人）

            区　　分          身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児 計  
知的障害       ２８             ２８        ５６ →４２％ 
肢体不自由       ２２               ８        ３０ →２３％
広汎性発達障害         ０               ９          ９
重症心身障害         ４               １          ５
言語障害         ２              １          ３
視覚障害         ０               ２          ２
注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）         ０               １          １
その他       １１             １６        ２７

計       ６７             ６５      １３３
 
（６）通っている場所 
                                                     　　　　 　　　　　 （単位：人） 

            区　　分          身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児   計    
把握している     １７６           １９１      ３６７ →７０％
把握していない       ９０             ６７      １５７ 

計     ２６６           ２５８      ５２４ 
 
（７） 通っている場所（把握している）の内訳（複数回答） 
                                                                         （単位：人）

            区　　分          身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児   計    
 医療機関       ７６           １０６      １８２ →５０％
 特別支援学校（聾学校や養護学校       ９８             ２８      １２６ →３４％

 を含む）   
放課後等デイサービス       ５０             ３６        ８６ →２３％
特別支援学級・通級指導教室（こ       ２６             ３０        ５６ 
とばの教室を含む）    
通常学校（小学校・中学校・高等       １２             ３５        ４７ 
学校）    
児童発達支援事業所       ２２             ２４        ４６ 
市町村子ども発達支援センター       １０             ２１        ３１ 
保育所       １０             ２１        ３１ 
幼稚園         ４             ２３        ２７ 
児童発達支援センター         ９             １２        ２１ 
認定こども園         ６             １５        ２１ 
乳幼児相談室         ９               ７        １６ 
その他         ３               ５          ８ 
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 (８)　現時点で受けている療育（（７）を把握している）の内容 
                                                                         （単位：人)

            区　　分          身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児   計    
把握している       ７３          １００      １７３ →４７％
把握していない     １０３             ９１      １９４ 

計     １７６           １９１      ３６７ 
 
（９）現時点の療育に加えて必要と考える療育（（９）を把握している）の内容（複数回答） 
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 
             内　　容          身障手帳交付児 軽度・中等度難聴児   計    

  現時点で受けている療育で十分       ２３             ２９        ５２ →３０％
  コミュニケーションの支援(手話       ２３             ２３        ４６ →２７％

  の指導を含む）    
 きこえに対する日常的配慮       ２３             ２０        ４３ →２５％
 聴力検査やきこえの評価       １４             ２５        ３９ 
 保護者への具体的な支援策のアド       ２０             １７   ３７ 
 バイス                       
 ことばの発達の評価       １９             １６        ３５ 
 生活の支援(日常生活習慣(歯磨き       ２３             １０        ３３ 
 や衣服の着脱等)の獲得の支援を    
 含む）
 学習の具体的な支援策のアドバイ       １５             １２        ２７ 
 ス（ことばの発達を含む）    
 補聴器装用や人工内耳のための支       １５               ３        １８ 
 援
 療育を受けていない         ２               ８        １０ 
 姿勢保持や小集団慣れ         ０               １          １ 
 体幹を鍛える         １               ０          １ 

掴まり立ちや伝え歩き         ０               １          １ 
日常生活等で使用する物の訓練         １               ０          １ 
(ハサミの使い方など）       

 
（１０）市町村における言語聴覚士が配置されている機関の把握状況 
                                                 配置されている機関（複数回答） 
 区　　分 市町村  内容 市町村  
 把握している        ８２    →４６％ 医療機関 ３０ →３７％ 

把握していない        ９６    市町村子ども発達支援セ ３０ →３７％ 
計      １７８    ンター  

 障害福祉サービス事業所   ８
  道立旭川子ども総合療育   ６

 センター     
  道立子ども総合医療・療   ４

 育センター     
 児童発達支援センター   ３
 聾学校   ３

市町村役場   ３ 等
 
（１１）難聴児に関して関係機関と協議する場（難聴児のみに関する場に限らない） 
                                                  協議の場（複数回答）

区　　分 市町村           内容         市町村    
ある   ６９ →３９％ 自立支援協議会 ３２ →４６％ 
ない １０９ 母子関係会議 １２  

計 １７８ 教育関係会議 １２  
ケース会議   ４ 等

 
（１２）難聴児を把握した後、支援に繋げるまでの連携状況 
    （他課）

区　　分     市町村     
連携している        １０４    →５８％
連携していない        ７４    

計 １７８
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    （教育委員会） 
区　　分     市町村   

連携している        １２８ →７２％
連携していない        ５０

計     １７８
 
    （関係機関） 
 区　　分     市町村  
 連携している       　 ９９ →５６％ 
 連携していない     　 ７９  
 計     １７８            取組内容（複数回答） 

  内容 市町村
(１３）難聴児に対する療育の取組状況 言語聴覚士等の専門職員 ２１ →３９％ 

         による療育
 区　　分     市町村  難聴児等支援派遣研修事 １６ →３０％ 
 取り組んでいる       ５４ →３０％ 業  
 取り組んでいない     １２１ 関係機関との連携及び情 １３  
 無回答       　３ 報共有    
 計     １７８ 軽中等度補聴器購入費等   ７  

助成制度   等
                                                    

 
 
（１４）難聴児に対する療育の取組について不十分・課題と捉えている点 
                                                   不十分・課題点（複数回答） 
 区　　分 市町村           内容          市町村  

ある       ８３ →４７％ 言語聴覚士等の専門職員   ３７ →４５％ 
ない       ９２ がいない    
無回答         ３ 難聴に関する知識不足   ３３ →４０％ 

計     １７８ 難聴児に対する療育の経   １５  
 験不足   
 療育体制が整備されてい   １４ 

ない   等
 
（１５）オンライン（ＺＯＯＭ等を活用した個別相談等）による療育 

区　　分     市町村   内容  
行っている         １   釧路鶴野支援学校との遠隔相談支
行っていない     １７７ 援を利用した難聴児支援、保護者
       計     １７８ 支援

 
（１６）道に期待する支援（複数回答） 

項　　　　目 件　数 割合（全市町村）
言語聴覚士や聾学校教諭の派遣による療育方法等の実践的な研修  ６２     ３５％     
きこえの仕組み等に関する基本的な知識を修得するための研修  ６０     ３４％     
他市町村との情報共有・意見交換の場の設定  ４０     ２２％     
療育方法を修得するための研修  ３７     ２１％     
療育を行っている施設等での見学・実習  ２９     １６％     
難聴児に関する情報提供  ２０     １１％     
その他    ８       ４％     

 
４　軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成制度　 
　　助成制度導入市町村は７４箇所（令和４年度）

資料６－２
５　道立聾学校専門支援事業（昭和６３年度開始） 
　　聾学校で聴覚に障がいのある乳幼児とその保護者への支援を行い、難聴児が早期に療育を受けられ

る体制を確保する目的で実施。道内６か所の道立聾学校で０～２歳児とその保護者を対象に「乳幼児
相談室」を設置。親子で通って、遊びを通じた療育を行ったり、基本的な生活習慣の習得や子どもと 

　保護者の関わり方を支援している。 
  ２８年度   ２９年度   ３０年度    元年度    ２年度    ３年度    ４年度   
   １１１     １１１     １１４     １３９    １１７    １３６    １２３   
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６　難聴児等支援派遣研修事業（平成３０年度開始） 
（１）目的 
　　　難聴児等とその家族が、身近な地域で適切な相談や療育などの支援を受けることができるよう、

市町村や事業所に対し必要な専門的知識や技術を提供することにより、地域における難聴児等への
支援体制の充実を図る。 

（２）内容 
　　　難聴児等の支援に関わる職員及び事業所の養成を図るため、道立施設（旭川子ども総合療育セン

ター等）の言語聴覚士及び道立聾学校教諭を派遣し下記２研修を実施。 
 

　名称  　 　概　要   　　具体内容       　  　実　　績

事業所 難聴児等への支援に 市町村内に難聴児がい ３０年度　　５市町村 
養成研修 携わる市町村子ども ない場合も含めて、「難 　元年度  １０市町村 

発達支援センター等 聴とは何か」「発見が遅 　２年度    ９市町村 
の関係職員に対し れた場合どのような発 　３年度  １５市町村 
て、基礎的な事項を 達の影響があるのか」 　４年度  １５市町村 
伝達する研修。 「早期発見のためには

どうしたらよいのか」
等、難聴体験を含む講
義形式で実施。

個別療育 難聴児等への支援を 現に支援する難聴児へ ３０年度   ４市町村（延べ　６回） 
研修 現に行っている市町 の療育内容、評価方法、 　元年度   ９市町村（延べ１４回） 

村子ども発達支援セ 保護者対応の仕方など 　２年度   ７市町村（延べ１１回） 
ンター等の関係職員 への専門的助言など、 　３年度   ６市町村（延べ１１回） 
に対して、個々のケ 保護者や難聴児に対す 　４年度 １２市町村（延べ１６回） 
ースに応じた対応能 る実技指導によるケー
力の向上を図るため スワーク形式で実施。
の研修。



• 難聴は、早期発見・早期支援により、言語・コミュニケーション手段（音声、手話、文字による筆談等を含む。）の獲得につながること

から、新生児聴覚検査及び精密検査の実施が望まれる。

• 地方公共団体の保健、医療、福祉及び教育に関する部局や医療機関等の関係機関が連携し、難聴児の家族等を支援することが重要である。

• 難聴児支援においては、早期から不安を抱える家族等に対して支援を実施し、本人又はその家族等が意思決定できるよう関係者で寄り

添った支援をすることが重要である。

• 言語・コミュニケーション手段（音声、手話、文字による筆談等を含む。）の選択肢が保障・尊重されることが望ましい。

難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針（概要）

基本的な考え方

各都道府県において、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画に盛り込むことが考えられる事項は以下のとおり。

（１）基本的な取組
① 新生児聴覚検査の実施状況の把握と関係機関での共有等

・新生児聴覚検査に係る協議会を設置し、新生児聴覚検査の推進体制を整備する。

・新生児聴覚検査実施のための手引書等を作成し、検査の実施状況及び結果等を集約し、関係機関への情報共有等を行う。

・難聴と診断された子を持つ家族等への相談支援を実施する。

② 難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保
・都道府県における難聴児支援担当部局を明確にする。
・関係者の協議の場の提供等による難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保する。

・難聴児とその家族等に対する支援に関する課題を関係者で共有し、支援の充実を図る。

難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策（主なもの）

1

• 厚生労働省及び文部科学省の両副大臣を議長とする「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」の報告

書において、国は、各都道府県で地域の実情に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画の作成指針として、

「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を令和３年度中に作成することとされている。

• このため、令和２年度末に基本方針作成のための検討会を立ち上げ、有識者等からのヒアリング及び議論を行った。

背景

参考資料３
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難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針（概要）

③ 特別支援学校のセンター的機能の強化
・聴覚特別支援学校等の教員の専門性向上に向けた取組を充実する。

・特別支援学校のセンター的機能の強化のため、聴覚特別支援学校の教員等の適切な配置や専門家の活用等を行う。

・地域における保健、医療、福祉の関係機関と連携した乳幼児教育相談などの取組を行う。

（２）地域の実情に応じた取組
① 新生児聴覚検査体制の整備
・里帰り出産等新生児聴覚検査の受検状況等の把握が難しい場合を含めたリファーとなった子を追跡する方法について検討を行う。

・受検率向上を目指し、市町村に対して、検査に係る費用について公費負担を行うことで受診者の経済的負担を軽減できるよう

働きかけ等行う。

② 地域における支援
・関係機関で日常的な連携や情報交換を行い、新生児聴覚検査から診断、治療、療育、教育に至るまでの流れ等を共有するための

協議会を設置する。

・難聴児及びその家族等のロールモデルやメンターとして、当事者・当事者支援団体を連携体制に含めるよう努める。

③ 家族等に対する支援
・難聴児の子育てに関する様々な情報を提供するため、地域の療育・教育機関等に関する情報を含む教材を作成・配布すること。

・家族等からの相談等に対応して、複数の療育方法の選択肢を提示し、家族等の精神面も含めた支援ができるよう、協議会の活用

等による関係機関と連携した支援体制等の整備を行う。

・難聴児の子育てに当たり、きょうだいを含めた家族同士や当事者同士が交流する機会を設ける。

④ 学校や障害児通所支援事業所等関係機関における取組
・免許法認定講習の充実など聴覚障害者に関する教育の領域を定めた免許状の保有率を高める取組を実施する。

⑤ 切れ目ない支援に向けた取組
・各年齢における健康診査等の際に、聞こえの確認等を行い、難聴が疑われる子の精密検査の受診が確実になされるようにする。

難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策（主なもの）（続き）

2※ これらの取組を、難聴児支援に関係する既存の法定計画に位置付けることも可能としており、例えば、本方針を障害児福祉計画に反映させた場合には、
令和６年度以降の計画に盛り込まれることが想定される。
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資料６－２

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成制度の概要 
 

 １　事業概要
 （１）地域づくり総合交付金により、市町村（政令市・中核市除く）に助成

 （２）平成２７年度（上記交付金実施要綱等に追加）
　　　（実施要綱別紙２、第１、１８、「福祉振興・介護保険基盤整備事業」の「自助具給付事業」） 
 

 ２　道事業実施の背景
（１）身体障害者の基準に該当しない軽度・中等度難聴児は、補聴器の購入修理の公的助成制度がない

 こと。
（２）言葉の習得期にあたる乳幼児から学齢期の難聴児が、補聴器を装用しないで聞こえにくい状態で

いると、言語の獲得が遅れ、人とのコミュニケーション力、社会性、学習能力などの面で健全な
 発育に支障があること。

 （３）保護者は高額な補聴器を自費で購入するなど経済的に負担を生じていること。
 
３　実施市町村（上記交付金によらない市町村独自事業実施市町村、及び札幌市を含む。） 

　年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４
市町村数 　２２   ４５   ５４   ５９ 　６１ 　６５   ７２  ７４

 
 ４　国庫負担制度（身体障害者手帳交付）と道事業との比較表

対象区分 　　　　　　身体障害者手帳交付者　　　 　 道事業対象者（※児のみ）
事業 国庫負担制度（障害者総合支援法） 地域づくり総合交付金（道単独）
実施主体 市町村 市町村（政令市・中核市除く）
給付種目 補聴器の購入及び修理 補聴器の購入及び修理
対象年齢 全年齢 １８歳未満（児童）
聴力 重度・高度難聴 軽度・中等度難聴

 ２級 両耳　１００ｄＢ以上（全ろう） 両耳３０ｄＢ以上
３級 両耳　　９０ｄＢ以上 身体障害者手帳の交付対象外

  ４級 両耳　　８０ｄＢ以上
 両耳　　普通話声の最良の語音明瞭度

　　　　５０％以上
 ６級 両耳　　７０ｄＢ以上

一側耳９０ｄＢ以上、他側耳５０ｄＢ以上
  基準額 （購入の場合） （購入の場合）

 ４１，６００円～１３７，０００円 ２９，２７０円
（＝高度難聴用耳かけ型の価格 
　　４３，９００円×２／３）

対象外 障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上 同左
 
 

           国     道   市町村  本人                         
         １／２   １／４   １／４ 負担１割   
                 　　本人負担1割除き後 

          
      交付金事業（道単独）         道       市町村    　 本人
      （要件に該当する事業    ①       １／３       １／３    　１／３

         実施市町村を支援）
         道            市町村  本人
                              ②       １／３       ２／３　－　１／10 １／10
 

                               ③　その他、市町村により生活保護世帯等は本人負担「０」など
 

 （参考）難聴の程度（難聴対策委員会報告より引用）

 区分 平均聴力レベル（ｄＢ）    　　　  　　　　　　説　　　明
軽度 ２５以上４０未満 小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚
中等度 ４０以上７０未満 普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚
高度 ７０以上９０未満 非常に大きい声か補聴器を用いないと会話が聞こえない。
重度 ９０以上 補聴器でも、聞き取れないことが多い。人工内耳の装用が考慮

 　・聴力レベルは、ｄＢ（デシベル）という単位で表す。
 　・聴力レベルは、その人に聞こえるもっとも小さい音の大きさで、純音や語音を用いて測定する。

  ・聴力レベルは、両側（左右両方の耳）または片耳ずつ測定する。
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　資料７

障害児入所施設における過齢児への対応 
 

 １　経緯
 　

 （１）R4.6.15　児童福祉法等の一部を改正する法律
　　　　　（R5.6.15公布。公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

○ 過齢児等の移行調整に係る都道府県等の責務への追加（第24条の19第４項関係） 
  「～市町村その他の関係者との連携及び調整を図ることその他の必要な措置を講じなければなら 
    ない。」 
○ 障害児入所施設の対象者の見直し（第24条の24第２項及び第31条の２関係） 
 「～満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれが 
  あると認めるときは、当該者が満二十歳に達した後においても、～当該者が満二十三歳に達する 
  まで、～引き続き障害児入所給付費等を支給することができる。」

 

  （２）R4.6.29　移行支援計画策定依頼

 　 「障害児の新たな移行調整の枠組みの構築に係る手引き」より抜粋

 ２）移行支援計画の作成依頼・回収 
○ 各障害児入所施設において、15 歳以上に達した入所者については、（措置児童に関しては、児 
　童相談所が定めた援助方針も踏まえ）、一人一人の状況に応じた丁寧・着実な移行調整を進めて 

 　いくため、個人ごとの移行支援計画を作成し、本人・保護者等の意思やその時々の状況を記録す
 　るとともに、定期的（少なくとも６ヶ月に１回以上）に見直しを行っていくこととしている。

 ○ 都道府県・政令市においては、管内の移行状況の詳細を把握し、令和５年度末までの移行完了
 　の見通しを立てていくためにも、各障害児入所施設の移行支援計画について、依頼・回収の上、

　定期的（６ヶ月に１回以上）に個別ケース毎の状況・課題を把握いただきたい。

 
  （３）R4.6.29～実施中　障害児入所施設への聞取調査の実施

     ○ 札幌市を除く17施設の内、福祉型６、医療型２施設に訪問済み。
     ○ 以下、聞取事項の一例。

    区　分             Ａ施設                Ｂ施設                Ｃ施設        

移行調整の実施 施設内分校があるが、施 各学校が主体。学校のス 高等養護学校通学児は学
主体 設が主体 ケジュール併せて、学校 校、施設内分校は施設が

がしない部分を施設で対 主体。前者は円滑に進路
応。各学校の動きには差 が決まるが、後者は、者
があり、個別に打合せす の施設への待機など決ま
るため調整に苦慮 らないケースが多い

移行調整の枠組 施設が生活全般を見てい 現状で概ね確立している 施設、相談支援事業所、
みの見直しの必 るので施設が主体となる が、職親会の関与を希望。 就労・生活介護事業所も
要性 べきで、市町村に関わっ 就労先の情報が関係者で 含めた関係者会議の設置

てほしいが、関わりが不 共有されていない。近年 が必要と考え、会議での
十分。市町村には早い段 障害内容も細分化された 情報共有により、支援内
階で介入してほしい。 ので共有されればマッチ 容が引き継がれることが

ングが向上すると期待。 望ましい。

道への関与の要 市町村の関わりを深め、 就労先情報の一元化以 調整会議の主体は児童相
望 理解してもらうよう道か 外、特に要望はない。 談所に担ってほしい。現

ら働きかけをお願いした 状、契約児童の場合は児
い。 童相談所の介入はない、

移行調整は本人の困難で
あれば学校のみで済む
が、保護者の困難の場合
は児童相談所の関与希望
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 （４）R4.11.9　全道知的障がい関係職員研究大会発達支援部会に出席
 　　　　　 （行政説明：過齢児の移行調整の取り組み状況について説明）
 （５）R4.12.5　厚生労働省移行支援専門官との打ち合わせを実施（電話）
 　 R5.1.27　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（来庁）

 
 （６）R4.1.26　障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた都道府県・指定都市説明会（厚生労働省）

 
 

 ２　北海道における未移行者の状況
 

  （１）北海道（札幌市を除く）
               施設名               　所在地  定員  R3.3  R4.4 R4.10 R5.4

 おしま学園 北斗市 　３０             
 しりべし学園 黒松内町   ３０             
 室蘭言泉学園 室蘭市   ３０             
福 太陽の園ひまわり学園 伊達市   ３０             
祉 しずない心の杜 新ひだか町   １０   ８   ８ １０ ７ 
型 白糠学園（R5.3　閉園予定） 白糠町   ３０          
 つつじヶ丘学園 帯広市   ３０          
 きたみ学園 北見市     ７          
 ひまわり学園 遠軽町   ４０          

美唄学園 美唄市 　３０
 函館病院 函館市 　６０             
 大倉山学院 小樽市 １６０             
医 重症心身障がい児（者）施設みどりの里 小樽市 １２０             
療 北海道立旭川子ども総合療育センター 旭川市 　４５   １   １  ０ １ 
型 北海道療育園 旭川市 ３３６  

帯広病院 帯広市 １２０  
美幌療育病院 美幌町 １２０

   合計   ９   ９ １０ ８
  （２）札幌市

               施設名               　所在地  定員  R3.3  R4.4 R4.10 R5.4  
福 もなみ学園 南区   ６０              
祉 ノビロ学園 清田区   ４５   １   １ １０  ０  
型 札幌市自閉症児支援センター 豊平区   ２７  
 北海道立子ども総合医療・療育センター 手稲区 １１０             
医 緑ヶ丘療育園 西区 １６０             
療 医療福祉センター札幌あゆみの園 白石区 １８４   １   ０  ０  ０
型 北海道医療センター（重症心身障害） 西区 　５６              

北海道医療センター（肢体不自由） 西区 １０６
  合計   ２    １  １０  ０
 


